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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この告示は、吉野川市地域生活支援事業実施規則（平成１８年吉野川市規則第４４号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、日常生活用具給付等事業に関する利用の手続等

について、必要な事項を定めるものとする。

第２章 日常生活用具給付事業

（給付等の対象）

第２条 日常生活用具給付事業の給付又は貸与（以下「給付等」という。）の対象となる日常生

活用具（以下「用具」という。）は、別表の種目欄に掲げる用具でそれぞれ同表の性能欄に掲

げる基準を満たすものとする。

２ 給付等の対象者は、別表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」

という。）第７６条第１項ただし書に定める基準に該当する者及び介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることが

できる者を除く。

（基準額）

第２条の２ 規則第１１条第１項に規定する公費負担額の算定に係る費用の額は、別表の基準額

欄に掲げるとおりとする。

（耐用年数及び貸与期間）
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第２条の３ 用具の耐用年数及び貸与期間は、それぞれ別表の耐用年数欄及び貸与期間欄に掲げ

るとおりとする。

２ 既に給付を受けている用具と同一の用具については、当該既に給付を受けている用具に係る

耐用年数が経過するまでの間は、原則として給付の対象としない。ただし、当該耐用年数が経

過するまでの間において、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は、この限

りでない。

（申請）

第３条 用具の給付等を受けようとする者（これを現に扶養している者を含む。以下この章にお

いて「申請者」という。）は、日常生活用具給付（貸与）申請書（様式第１号）に市長が必要

と認める書類（給付等の対象者が治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって

障害者総合支援法第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が

定める程度である１８歳以上であるもの及び児童（以下「難病患者等」という。）の場合にあ

っては、医師の診断書（様式第１号の２）及び市長が必要と認める書類）を添えて市長に申請

しなければならない。

（調査）

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、用具の給付等を受けようとする者の身

体的状況、経済的状況等を調査し、調査書（日常生活用具給付事業）（様式第２号）を作成す

るとともに、給付等の要否を決定するものとする。

（決定等）

第５条 市長は、前条の規定により用具の給付等を行うことを決定したときは、日常生活用具給

付（貸与）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとし、給付を決定したとき

は、日常生活用具給付券（様式第４号。以下この章において「給付券」という。）を申請者に

交付するものとする。

２ 市長は、前条の規定により用具の給付等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書

（様式第５号）により申請者に通知するものとする。

（給付券の交付の方法）

第５条の２ 人工内耳用電池（充電池を除く。）、ストマ装具及び紙おむつ等の給付等に係る給

付券は、次の方法により交付することができるものとする。

(１) 暦月を単位として２箇月ごとに給付券１枚を交付すること。

(２) 別表の基準額の範囲内で１箇月に必要とする用具に相当する額の２倍の額を給付券１枚

に記載して交付すること。



吉野川市日常生活用具給付等事業実施要綱

3/31

(３) 給付券を１回の申請につき３枚まで一括して交付すること。

（費用の請求等）

第６条 申請者は、用具の給付等を受けようとするときは、用具の給付等を業とする者（以下こ

の章において「業者」という。）に対し、給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

２ 業者は、用具の給付等を行ったときは、前項の給付券を添えて規則第１１条に規定する公費

負担額を市長に請求するものとする。

（用具の管理）

第７条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

２ 用具の貸与を受けた者は、当該用具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況

を報告し、その指示に従わなければならない。

（費用及び用具の返還）

第８条 用具の給付等を受けた者が、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき又

は当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し

たときは、市長は、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還さ

せることができる。

（台帳の整備）

第９条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備す

るものとする。

第３章 住宅改修費給付事業

（対象者）

第１０条 住宅改修費給付事業の対象者は、市内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該

当するものとする。

(１) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限

る。）を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であって、障害機能程度等級３級以

上のもの（特殊便器への取替えについては上肢機能障害２級以上のもの）

(２) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

（住宅改修費の範囲）

第１１条 住宅改修費の給付（以下この章において「給付」という。）の対象となる住宅改修の

範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(１) 手すりの取り付け

(２) 段差の解消
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(３) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(４) 引き戸等への扉の取り替え

(５) 洋式便器等への便器の取り替え

(６) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

（住宅改修費の給付条件）

第１２条 給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるものとし、かつ、身体の状況、

住宅の状況等を勘案して、市長が必要と認める場合に給付するものとする。この場合において、

当該住宅が借家の場合は、家主の承諾を必要とするものとする。

（申請）

第１３条 給付を受けようとする者（以下この章において「申請者」という。）は、住宅改修費

給付申請書（様式第６号）に市長が必要と認める書類（申請者が難病患者等の場合にあっては、

医師の診断書及び市長が必要と認める書類）を添えて市長に申請しなければならない。

（調査）

第１４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、給付を受けようとする者の身体の状

況、経済的状況、住宅の状況等必要な調査等を行い、調査書（住宅改修費給付事業）（様式第

７号）を作成するとともに、給付の要否を決定するものとする。

（決定）

第１５条 市長は、前条の規定により給付を行うことを決定したときは、住宅改修費給付決定通

知書（様式第８号）に住宅改修費給付券（様式第９号。以下この章において「給付券」という。）

を添えて申請者に通知するものとする。

２ 市長は、前条の規定により給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申

請者に通知するものとする。

（給付の方法）

第１６条 給付の決定を受けた者は、当該給付に係る住宅改修を行う事業者に給付券を提出して

住宅改修を行うものとする。

（公費負担額の算定に係る費用の額）

第１７条 規則第１１条第１項に規定する公費負担額の算定に係る費用の額は、２０万円とする。

第４章 点字図書給付事業

（対象者）

第１８条 点字図書給付事業の対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

（給付対象の点字図書）
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第１９条 給付する点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除くものとする。

（点字図書を給付することができる出版施設）

第２０条 点字図書の給付を行うのは、別に定める点字図書給付対象出版施設（以下「出版施設」

という。）とする。

（申請等）

第２１条 点字図書の給付を受けようとする者（これを現に扶養している者を含む。以下この章

において「申請者」という。）は、日常生活用具給付（貸与）申請書に市長が必要と認める書

類を添えて市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、

点字図書給付台帳に必要事項を記載し、点字図書発行証明書（様式第１０号。以下「証明書」

という。）を申請者に交付するものとする。

（給付の方法）

第２２条 申請者は、証明書に自己負担額を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受

けるものとする。

（給付の限度）

第２３条 給付する点字図書は、当該給付に係る対象者１人につき、年間６タイトル又は２４巻

を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成１８年１０月１日から施行する。

（吉野川市重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱等の廃止）

２ 次に掲げる告示は、廃止する。

(１) 吉野川市重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱（平成１６年吉野川市告示第３６

号）

(２) 吉野川市重度身体障害児住宅改造費給付事業実施要綱（平成１６年吉野川市告示第３７

号）

(３) 吉野川市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱（平成１６年吉野川市告示第３８

号）

(４) 吉野川市重度障害児（者）日常生活用具給付等事業実施要綱（平成１６年吉野川市告示第

３９号）

(５) 吉野川市身体障害児点字図書給付事業実施要綱（平成１６年吉野川市告示第４０号）
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(６) 吉野川市身体障害者点字図書給付事業実施要綱（平成１６年吉野川市告示第４１号）

（吉野川市重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱の廃止に伴う経過措置）

３ この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の吉野川市重度身体障害者住宅

改修費給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当

規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成１９年１月２５日告示第７号）

この告示は、平成１９年１月２５日から施行する。

附 則（平成２１年３月２６日告示第３０号）

（施行期日）

１ この告示は、平成２１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る日常生活用具

の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例に

よる。

附 則（平成２５年３月２９日告示第２６号）

（施行期日）

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。

（吉野川市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止）

２ 吉野川市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成１７年吉野川市告示第２３号）は、

廃止する。

（吉野川市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止に伴う経過措置）

３ この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の吉野川市難病患者等日常生活

用具給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規

定によりなされたものとみなす。

別表（第２条関係）

１ 給付

種別 対象者 性能 基準額 耐用年数

特殊寝台 （１） １８歳以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

下肢又は体幹に係る

腕、脚等の訓練のできる

器具を付帯し、原則とし

て使用者の頭部及び脚

部の傾斜角度を個別に

１５４，０００８年
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障害の程度が２級以

上のもの

（２） 難病患者等であ

って、寝たきりの状態

にあるもの

調整できる機能を有す

るもの

特殊マット （１） ３歳以上の身体

障害者手帳の交付を

受けた者であって、下

肢又は体幹に係る障

害の程度が１級のも

の

（２） ３歳以上の知的

障害者であって、障害

の程度が重度又は最

重度のもの

（３） 難病患者等であ

って、寝たきりの状態

にあるもの

じょくそうの防止又は

失禁等による汚染又は

損耗を防止できる機能

を有するもの

１９，６００５年

特殊尿器 （１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

下肢又は体幹に係る

障害の程度が１級の

もの

（２） 難病患者等であ

って、自力で排尿でき

ないもの

尿が自動的に吸引され

るもので、対象者又は介

護者が容易に使用し得

るもの

６７，０００５年

入浴担架 ３歳以上の身体障害者

手帳の交付を受けた者

であって、下肢又は体幹

に係る障害の程度が２

対象者を担架に乗せた

ままリフト装置により

入浴させるもの

８２，４００５年
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級以上のもの（入浴に当

たって、家族等他人の介

助を要する者に限る。）

体位変換器 （１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

下肢又は体幹に係る

障害の程度が２級以

上のもの（下着交換等

に当たって、家族等他

人の介助を要する者

に限る。）

（２） 難病患者等であ

って、寝たきりの状態

にあるもの

介助者が対象者の体位

を変換させるのに容易

に使用し得るもの

１５，０００５年

移動用リフ

ト

（１） ３歳以上の身体

障害者手帳の交付を

受けた者であって、下

肢又は体幹に係る障

害の程度が２級以上

のもの

（２） 難病患者等であ

って、下肢又は体幹機

能に障害があるもの

介護者が対象者を移動

させるに当たって、容易

に使用し得るもの。ただ

し、天井走行型その他住

宅改修を伴うものを除

く。

１５９，０００４年

訓練いす ３歳以上の身体障害者

手帳の交付を受けた児

童であって、下肢又は体

幹に係る障害の程度が

２級以上のもの

原則として付属のテー

ブルをつけるもの

３３，１００５年

訓練用ベッ

ド

（１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

腕又は脚の訓練ができ

る器具を備えたもの

１５９，２００８年
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を受けた児童であっ

て、下肢又は体幹に係

る障害の程度が２級

以上のもの

（２） 難病患者等であ

って、下肢又は体幹機

能に障害があるもの

入浴補助用

具

（１） ３歳以上の下肢

又は体幹障害に係る

身体障害者手帳の交

付を受けた者であっ

て、入浴に介助を必要

とするもの

（２） 難病患者等であ

って、入浴に介助を要

するもの

入浴時の移動、座位の保

持、浴槽への入水等を補

助することができ、対象

者又は介助者が容易に

使用し得るもの。ただ

し、設置に当たり住宅改

修を伴うものを除く。

９０，０００８年

便器 （１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

下肢又は体幹に係る

障害の程度が２級以

上のもの

（２） 難病患者等であ

って、常時介護を要す

るもの

対象者が容易に使用し

得るもの（手すりをつけ

ることができる。）。た

だし、取替えに当たり住

宅改修を伴うものを除

く。

４，４５０８年

歩行補助つ

え（T字状又

は棒状のも

の）

学齢児以上の平衡機能

又は下肢若しくは体幹

機能障害に係る身体障

害者手帳の交付を受け

た者

木材を材料とするもの ２，２００３年

軽金属を材料とするも

の

３，０００３年

移動・移乗支（１） ３歳以上の平衡おおむね次のような性 ６０，０００８年
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援用具 機能又は下肢若しく

は体幹機能障害に係

る身体障害者手帳の

交付を受けた者であ

って、家庭内の移動等

において介助を必要

とするもの

（２） 難病患者等であ

って、下肢が不自由な

もの

能を有する手すり、スロ

ープ等であること。ただ

し、設置に当たり住宅改

修を伴うものを除く。

（１） 障害者の身体機

能の状態を十分踏ま

えたものであって、必

要な強度と安定性を

有するもの

（２） 転倒予防、立ち

上がり動作の補助、移

乗動作の補助、段差解

消等の用具とする。

頭部保護帽 （１） ３歳以上の平衡

機能又は下肢若しく

は体幹機能障害に係

る身体障害者手帳の

交付を受けた者

（２） ３歳以上の重度

の知的障害者又は精

神障害者であって、て

んかん発作等により

頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で、転倒の

際に頭部を保護できる

性能を有するもの（スポ

ンジ又は革を主材料に

制作したもの）

１５，２００３年

ヘルメット型で、転倒の

際に頭部を保護できる

性能を有するもの（スポ

ンジ、革又はプラスチッ

クを主材料に制作した

もの）

３６，７５０３年

特殊便器 （１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

上肢に係る障害の程

度が２級以上のもの

（２） 学齢児以上の知

的障害者であって、障

足踏ペダルにて温水温

風を出し得るもの。ただ

し、取替えに当たり住宅

改修を伴うものを除く。

１５１，２００８年
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害の程度が重度又は

最重度であり訓練を

行っても自ら排便後

の処理が困難なもの

（３） 難病患者等であ

って、上肢機能に障害

のあるもの

火災警報器 （１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

その障害の程度が２

級以上のもの

（２） 学齢児以上の知

的障害者であって、障

害の程度が重度又は

最重度のもの

（（１）・（２）いずれ

も、火災発生の感知及び

避難が著しく困難な障

害者のみの世帯及びこ

れに準じる世帯に限

る。）

室内の火災を煙又は熱

により感知し、音又は光

を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの

１５，５００８年

自動消火器 （１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

その障害の程度が２

級以上のもの

（２） 学齢児以上の知

的障害者であって、障

害の程度が重度又は

最重度のもの

室内温度の異常上昇又

は炎の接触で自動的に

消火液を噴射し、初期火

災を消火し得るもの

２８，７００８年
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（３） 難病患者等

（（１）から（３）まで

のいずれも、火災発生の

感知及び避難が著しく

困難な障害者のみの世

帯及びこれに準じる世

帯に限る。）

電磁調理器 １８歳以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの（視覚障害者

のみの世帯及びこれに

準じる世帯に限る。）

対象者が容易に使用し

得るもの

４１，０００６年

歩行時間延

長信号機用

小型送信機

学齢児以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの

対象者が容易に使用し

得るもの

７，０００１０年

聴覚障害者

用屋内信号

装置

１８歳以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、聴覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの（聴覚障害者

のみの世帯及びこれに

準ずる世帯で日常生活

上必要と認められる世

帯に限る。）

音、声音等を視覚、触覚

等により知覚できるも

の

８７，４００１０年

透析液加温

器

３歳以上の身体障害者

手帳の交付を受けた者

であって、じん臓機能に

透析液を加温し、一定温

度に保つもの

５１，５００５年
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係る障害の程度が３級

以上のもの（自己連続携

行式腹膜灌流法

（CAPD）による透析療

法を行う者に限る。）

ネブライザ

ー（吸入器）

（１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

呼吸器機能に係る障

害の程度が３級以上

のもの又は同程度の

身体障害者であって、

必要と認められるも

の

（２） 難病患者等であ

って、呼吸器機能に障

害があるもの

対象者が容易に使用し

得るもの

３６，０００５年

電気式たん

吸引器

（１） 学齢児以上の身

体障害者手帳の交付

を受けた者であって、

呼吸器機能に係る障

害の程度が３級以上

のもの又は同程度の

身体障害者であって、

必要と認められるも

の

（２） 難病患者等であ

って、呼吸器機能に障

害があるもの

対象者が容易に使用し

得るもの

５６，４００５年

酸素ボンベ

運搬車

１８歳以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

対象者が容易に使用し

得るもの

１７，０００１０年
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者であって、医療保険に

よる在宅酸素療法を受

けているもの

盲人用体温

計（音声式）

学齢児以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの（視覚障害者

のみの世帯及びこれに

準じる世帯に限る。）

対象者が容易に使用し

得るもの

９，０００５年

盲人用体重

計

１８歳以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害者

に係る障害の程度が２

級以上のもの（視覚障害

者のみの世帯及びこれ

に準じる世帯に限る。）

対象者が容易に使用し

得るもの

１８，０００５年

携帯用会話

補助装置

学齢児以上の音声機能

若しくは言語機能障害

者又は肢体不自由者で

あって、発声・発語に著

しい障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声

又は文章に変換する機

能を有し、対象者が容易

に使用し得るもの

９８，８００５年

情報・通信支

援用具

学齢児以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害又

は上肢に係る障害の程

度が２級以上のもの

パーソナルコンピュー

ター周辺機器又はアプ

リケーションソフトで

対象者が容易に使用し

得るもの

１００，０００１０年

点字ディス

プレイ

１８歳以上の視覚障害

及び聴覚障害の重度重

複障害者（原則として視

覚障害２級以上かつ聴

文字等のコンピュータ

ーの画面情報を点字等

により示すことのでき

るもの

３８３，５００６年
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覚障害２級の者）であっ

て、必要と認められるも

の

点字器 学齢時以上の視覚障害

者であって、必要と認め

られるもの

標準型A（３２マス１８

行両面書真鍮板製）

１０，４００７年

標準型B（３２マス１８

行両面書プラスチック

製）

６，６００７年

携帯用A（３２マス４行

片面書アルミニウム製）

７，２００５年

携帯用B（３２マス１２

行片面書プラスチック

製）

１，６５０５年

点字タイプ

ライター

学齢児以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの（本人が就労

し、若しくは就学してい

る者又は就労が見込ま

れる者に限る。）

対象者が容易に使用し

得るもの

６３，１００５年

視覚障害者

用ポータブ

ルレコーダ

ー

学齢児以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの

音声等により操作ボタ

ンが知覚又は認識でき、

かつ、DAISY方式による

録音及び当該方式によ

り記録された図書の再

生が可能な製品であっ

て、対象者が容易に使用

し得るもの

録音及び再生ができ

るもの

８５，０００

６年

再生専用のもの

５５，０００

６年

視覚障害者

用活字文書

学齢児以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

文字情報と同一紙面上

に記載された当該文字

９９，８００６年
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読上げ装置 者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの

情報を暗号化した情報

を読み取り、音声信号に

変換して出力する機能

を有するもので、視覚障

害者が容易に使用し得

るもの

視覚障害者

用拡大読書

器

学齢児以上の視覚障害

者であって、本装置によ

り文字等を読むことが

可能となるもの

画像入力装置を読みた

いもの（印刷物等）の上

に置くことで、簡単に拡

大された画像（文字等）

をモニターに映し出せ

るもの

１９８，０００８年

盲人用時計 １８歳以上の身体障害

者手帳の交付を受けた

者であって、視覚障害に

係る障害の程度が２級

以上のもの

対象者が容易に使用し

得るもの

１３，３００１０年

聴覚障害者

用通信装置

学齢児以上の聴覚障害

者又は発生・発語に著し

い障害を有する者であ

って、コミュニケーショ

ン、緊急連絡等の手段と

して必要と認められる

もの

一般の電話に接続する

ことができ、音声の代わ

りに文字等により通信

が可能な機器で、対象者

が容易に使用し得るも

の

７１，０００５年

聴覚障害者

用情報受信

装置

学齢児以上の聴覚障害

者であって、本装置によ

りテレビの視聴が可能

となるもの

字幕及び手話通訳付き

の聴覚障害者用番組並

びにテレビ番組に字幕

及び手話通訳の映像を

合成したものを画面に

出力する機能を有し、か

つ、災害時の聴覚障害者

８８，９００６年
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向け緊急信号を受信す

るもので、対象者が容易

に使用し得るもの

人工内耳用

電池

聴覚障害者であって、人

工内耳を装用している

もの

空気電池及び乾電池 月額 ２，５００

充電池（空気電池との併

用を含む。）

年額 ３０，０００

人工喉頭 学齢児以上の音声機能

又は言語機能障害者で

あって、コミュニケーシ

ョンの手段として必要

と認められるもの

笛式（呼気によりゴム等

の膜を振動させ、ビニー

ル等の管を通じて音源

を口腔内に導き構音化

するもの）

５，０００４年

電動式（顎下部等にあて

た電動版を駆動させ、経

皮的に音源を口腔内に

導き構音化するもの）

７０，１００５年

ストマ装具 直腸又はぼうこう機能

障害に係る身体障害者

手帳を有する者であっ

て、ストマ口造設者

蓄便袋（低刺激性の粘着

剤を使用した密封型又

は下部開放型の収納袋

を有するもの）

月額 ８，６００

蓄尿袋（低刺激性の粘着

剤を使用した密封型の

収納袋で尿処理用のキ

ャップ付のもの）

月額 １１，３００

紙おむつ等

（紙おむつ、

洗腸用具、サ

ラシ、ガーゼ

その他の衛

生用品）

（１） ３歳以上の高度

の排便機能障害者

（２） ３歳以上の高度

の排尿機能障害者

（３） ３歳以上の脳原

性運動機能障害者で

あって、自ら意思表示

をすることが困難な

月額 １２，０００
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２ 貸与

もの

収尿器 高度の排尿機能障害者 採尿器と蓄尿袋とで構

成し、尿の逆流防止装置

をつけるもの

男性用

普通型

７，７００

簡易型

５，７００

１年

女性用

普通型

８，５００

簡易型

５，９００

動脈血中酸

素飽和度測

定器（パルス

オキシメー

ター）

難病患者等であって、人

工呼吸器の装着が必要

なもの

呼吸状態を継続的にモ

ニタリングすることが

可能な機能を有し、対象

者が容易に使用し得る

もの

１５７，５００５年

備考

１ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は

体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

２ 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴

覚障害者用屋内信号灯を含む。

３ 「浴槽（湯沸器含む。）」について、市長が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯

沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

４ 「頭部保護帽」の基準額は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメ

イドによる製品については、当該基準額の８０パーセントの範囲内の額とする。

５ 「火災警報器」の給付は、１世帯につき２個を限度とする。

６ 「点字器」の基準額は、点筆を含む。

７ 「ストマ装具」の基準額は、１箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの

を含む。

種目 対象者 性能 貸与期間
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福祉電話 難聴者又は外出困難な身体

障害者（原則として２級以

上）であって、コミュニケ

ーション、緊急連絡等の手

段として必要と認められる

もの（障害者のみの世帯及

びこれに準ずる世帯であっ

て、所得税非課税世帯に限

る。）

対象者が容易に使用し得る

もの

身体障害者援護施設等への

入所その他の事情により用

具を必要としなくなるまで

の期間

ファックス 聴覚、音声機能又は言語機

能に係る障害の程度が３級

以上であって、コミュニケ

ーション、緊急連絡等の手

段として必要と認められる

もの（電話によるコミュニ

ケーション等が困難な障害

者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯であって、所得税

非課税世帯に限る。）

対象者が容易に使用し得る

もの

身体障害者援護施設等への

入所その他の事情により用

具を必要としなくなるまで

の期間
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様式第１号（第３条関係）

様式第１号の２（第３条、第１３条関係）

様式第２号（第４条関係）

様式第３号（第５条関係）

様式第４号（第５条関係）

様式第５号（第５条、第１５条関係）

様式第６号（第１３条関係）

様式第７号（第１４条関係）

様式第８号（第１５条関係）

様式第９号（第１５条関係）

様式第１０号（第２１条関係）


